別記様式第10号（第６条関係）
年　　月　　日


　　　　　　　　　　　様
山口県長門市長　　　　　　　　　　　印

還　付　通　知　書

	あなたの納められた後期高齢者医療保険料額が異動等
により過誤納となりましたので、還付します。
	お問合せ番号

	
	



	[bookmark: _GoBack]納　　　入
義務者
	

	還付理由
	

	年　　　度
	
	通知番号
	

	科　　　目
	
	備　　考
	



	過誤納額
	＋
	加　算　金
	－
	充当合計額
	＝
	還付合計額

	
	
	
	
	
	
	



	年度
	【過誤納額の明細】
	期別
	区
分
	【納付済額】
料　額
	督手
	延滞金
	【過誤納額】
料　額
	督手
	延滞金

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


単位：円
	振込予定日
	

	振込先
	金融機関
	

	
	預金種目
	
	口座番号
	

	
	口座名義人
	




１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、山口県後期高齢者医療審査会（山口県庁内）に対して審査請求をすることができます。
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、賦課決定に係ることは山口県後期高齢者医療広域連合（代表者山口県後期高齢者医療広域連合長）を、徴収に係ることは長門市（代表者長門市長）を被告として提起することができます。
なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
